
第５　企画広報・助成・提言活動の推進

　②県等の各種審議会・委員会への参画を通じた政策提言

ア．県等の各種審議
会・委員会等への参
画を通じた政策提言

　福祉・行政関係者をはじめ、県民
に対し今日の福祉課題について啓発
を行うことにより県内の社会福祉の
推進につながる。

　審議会・委員会において、福祉施
策の検討・協議の段階から参画する
ことにより、本会の目指す基本理念
の実現を公的施策に反映させること
ができる。

（１）福祉に関する広報・啓発及び情報提供機能の充実

　総合企画委員会による事業進捗管
理・年度評価及び中間見直しを実施
することで、第5次総合計画の目標達
成に向け、事業を効果的に推進する
ことができる。

３　広報・啓発及び情報提供機能の強化

　県及び県共同募金会との共催で「第68回沖縄
県社会福祉大会」を10月29日に沖縄コンベン
ションセンターにて開催する。大会では、福祉
分野の各種功労に対する顕彰や大会宣言の採
択、記念講演等を実施し、県民への啓発活動を
図る。

（１）福祉施策の立案・提言活動の展開

　県社会福祉審議会専門分科会等の各種審議
会・委員会への参画を通じ、県社協の立場から
福祉課題等への積極的な政策提言等を行う。

ア．県社会福祉施
策・予算対策協議会
（予対協）による調
査研究、要請活動等
の実施

　県及び市町村に対し、本県の社会
福祉の実情を踏まえた要請活動を実
施することで、施策の充実・予算の
確保が図られる。

２　福祉政策への提言・要請活動の強化

　①予対協との連携強化をはじめとした効果的な提言・要請活動の推進

　本会が事務局を担う予対協との連携のもと、
福祉施策・予算についての調査研究に基づき要
請事項を取りまとめるとともに、県関連部局と
の意見交換を行う。
　必要な社会福祉施策や予算措置に関し、「令
和８年度沖縄県福祉施策・予算に対する要請
書」を取りまとめ、県、市町村等へ要請活動等
を行う。
　喫緊の課題については、迅速に要請活動を展
開する。

　①広報誌・ホームページ・各種大会等を通じた情報発信の強化

ア．第６８回沖縄県
社会福祉大会の開催

実施事業 事　業　概　要 期待される効果（目標）

　県内の福祉課題を適切に把握する
とともに対応策を検討することで、
効果的な課題解決のための事業展開
や政策提言などの取り組みにつなげ
ることができる。
　本会事業及び県が進めるおきなわ
SDGsへの参画等を通じて「持続可能

な開発目標（SDGs）」の達成に寄与
することができる。

イ．県社協第５次地
域福祉活動総合計画
の進捗管理及び評価

　①総合企画委員会や各部署における調査研究活動の推進

ア．総合企画委員会
や各部署における調
査研究活動の活性化

　総合企画委員会や各部署の実施事業におい
て、必要な調査研究活動に取り組み、県内の福
祉課題を適切に把握し、対応策を検討する。
　また、局内プロジェクトをはじめ、県内外の
福祉問題や社会情勢に応じて、福祉課題の把握
や先駆的な取組み等を部署横断的に進め課題解
決を図る。
　また、本会が実施する事業活動を通じ「持続
可能な開発目標（SDGs）」を推進する。

　併せて、沖縄県SDGs専門部会へ参画すると

ともに、おきなわSDGsパートナーへの登録等
を検討する。

１　調査研究・企画活動の強化

（１）福祉問題の調査研究の計画的推進

　総合企画委員会において、沖縄県社協第5次
地域福祉活動総合計画の3年次評価を行い、4年
次の着実な実施に向けた進捗管理を行う。
　また、3年間の評価結果を踏まえ、計画の中
間見直しを行う。



実施事業 事　業　概　要 期待される効果（目標）

　②社会福祉ライブラリーの情報発信等の強化

　本会ホームページ・SNSを通じて、
広く県民に対して、本会の各種事業
や社会福祉に関する活動、県内外の
社会福祉の動向等を周知すること
で、社会福祉活動への理解促進につ
ながる。

　① 申請事業の適正な資金助成による活動支援

ア．事業周知の強化
と対象団体の支援

　福祉事業を実施する社会福祉団体、NPO法人
等に対して事業の実施、大会開催、研修派遣等
にかかる費用の助成を行い、団体の育成や強化
等の活動支援を行う。
　また、市町村社協に対し「地域福祉活動モデ
ル事業」助成を行い、社会的孤立の解消等につ
ながる多様なネットワークづくりを推進する。

【一般団体助成】
  23団体48事業（総額 20,850千円）※予定
 緊急小口助成 1,761千円（1件につき上限30万
円）※予定

【地域福祉活動モデル助成】
　3団体3事業（総額3,000千円）※予定

ア．適正な団体選定
と審査による的確な
活動支援

 ② 事業周知の強化と対象団体の掘り起こし

　広く一般県民へ福祉図書を貸出す
ることにより、福祉に関する情報提
供と理解促進が図られる。

 本会各部署間で連携して、自然災害等で緊急
的助成を必要とする団体に向けた助成事業の周
知啓発、利用促進を図る。
 また、広報紙・ホームページ等を活用した広
報の強化に努め、新規対象団体の掘り起こしを
図る。

　助成事業を広く周知することで新
たな福祉ニーズの掘り起こしを図る
とともに、対象団体の掘り起こし等
につなげることができる。

　ホームページを活用した県民等への蔵書リク
エスト調査を実施し、福祉関係の新規図書を増
やし、蔵書の充実に努める。
　また、専用ホームページを充実させ、県民等
への周知広報を強化する。
　さらに、利用案内のチラシを作成・配布し、
県民や福祉関係者等の利用促進を図る。

ウ．ホームページ・
SNS等を通じた情報発
信

ア.社会福祉ライブラ
リーの充実強化

　本会事業をはじめ、県内外の福祉活動や福祉
施策・制度の動向等をホームページ・SNSを通
じて情報発信を行う。併せて、県民に対して福
祉活動や社会福祉の動向等をより分かりやす
く、見やすく情報発信するため、ホームページ
の更新を随時行う。

  財政基盤が脆弱な民間福祉団体等
に対し、資金助成の支援を行うこと
により、団体の育成及び強化を図る
ことができる。
　また、先駆的・開拓的な事業を助
成支援することにより、その成果を
他団体へ波及させ、福祉活動の発展
につなげることができる。

４　資金助成による活動支援の推進

（１）社会福祉振興基金助成事業の効果的な運用

　県内の先駆的な取組みや本会が実施する事業
等を掲載した本会広報誌「福祉情報おきなわ」
を年6回発行し、関係機関・団体等へ配布する
とともに、本会ホームページ等にて発信し、県
民への社会福祉の普及啓発を図る。

　広報誌及び本会ホームページにお
ける情報提供を通じて、本会事業や
県内の社会福祉についての理解・関
心を高めることができる。

イ．「福祉情報おき
なわ」の発行



実施事業 事　業　概　要 期待される効果（目標）

イ．受配者指定寄
附、寄贈物品の助
成・配分

　民間企業・団体等が行う受配者指定寄附や寄
贈物品について、御意向に沿って福祉施設・団
体等へ案内・希望調査し、本会を通じて助成・
配分を行う。

　民間企業・団体の社会貢献活動へ
の協力を通じて、福祉施設・団体の
利用者への支援や社会福祉活動の推
進が図られる。

　活動資金を必要としている県内の
福祉団体に対して、助成金情報の提
供や活用支援等を行うことにより、
地域の課題に応じた福祉活動の推進
が期待される。

　県内外の民間団体等が行う助成事業の情報を
収集・整理し、本会ホームページへの掲載、
メールマガジンでの情報発信を行う。
　また、前年度に行われた県内団体による助成
事業の一覧表を作成し、ホームページを通して
周知を図る。

（3）民間助成に関する情報提供と活用支援

　①民間助成に関する各種情報提供及びその活用に向けた支援

ア．民間助成に関す
る情報提供及び活用
に向けた支援

（２）THANKS（サンクス）運動基金を活用した助成事業の効果的な実施

　①THANKS（サンクス）運動基金助成事業による活動支援

ア.THANKS（サンク
ス）運動基金助成事
業の実施

　THANKS（サンクス）運動基金に寄せられた寄
附金を財源とした助成事業を実施し、住民主体
の支え合い活動をはじめ、地域の課題等に対し
各関係機関・団体が協働して取り組む活動を支
援する。

【THANKS（サンクス）運動基金助成】
　3団体・3事業（総額1,500千円）

企業・団体、個人等が基金への寄附
を通じて運動に参加するとともに、
これを財源とした助成事業を実施す
ることで、運動推進の好循環を生む
ことができる。また、助成事業を通
じてTHANKS（サンクス）運動のさら
なる推進を図ることができる。


